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共
同
募
金
地
域
配
分
申
請
受
付
中
！

令
和
８
年
度
事
業
が
対
象
で
す

●
配
分
を
受
け
ら
れ
る
団
体　

町
内
の
子
育

て
支
援
施
設
お
よ
び
団
体
／
町
内
で
活
動
す

る
Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
／
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
団
体
／
福

祉
に
関
係
す
る
任
意
団
体
等

●
対
象
事
業
実
施
期
間　

令
和
８
年
４
月
１

日
〜
令
和
９
年
３
月
31
日

●
１
事
業
あ
た
り
配
分
限
度
額　

８
万
円

●
配
分
対
象
事
業

（
１
）
子
育
て
支
援
に
関
す
る
配
分

○
対
象
と
な
る
事
業

・  

公
的
制
度
で
は
対
応
で
き
な
い
子
育
て

支
援
に
関
す
る
事
業

・  

施
設
の
有
す
る
機
能
を
生
か
し
て
子
育

て
世
帯
を
支
援
す
る
事
業

（
２
）
Ｎ
Ｐ
Ｏ
・
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
お
よ

び
当
事
者
団
体
活
動
支
援
に
関
す
る
配
分

○
対
象
と
な
る
費
用

・  

福
祉
分
野
で
活
動
す
る
Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
や

ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
団
体
の
活
動
費
。
特
に
、

地
域
住
民
と
と
も
に
課
題
解
決
に
取
り

組
む
活
動
。

・  

障
害
者
な
ど
の
当
事
者
や
家
族
等
が
抱

え
る
課
題
を
解
決
す
る
た
め
の
事
業
等
。

●
申
請
期
間

令
和
８
年
３
月
１
日
〜
３
月
31
日

 
 

み
な
か
み
町
共
同
募
金
委
員
会
事
務

局
：
み
な
か
み
町
社
会
福
祉
協
議
会
総
務
福

祉
課

 

０
２
７
８
（
６
２
）
０
０
８
１

公
務
員
の
方
へ 

子
育
て
応
援
手

当
の
申
請
は
お
済
み
で
す
か
？

　
「
物
価
高
対
応
子
育
て
応
援
手
当
」
の
申

請
期
限
は
、
令
和
８
年
３
月
31
日
で
す
（
３

月
に
生
ま
れ
た
子
の
申
請
は
、
４
月
30
日
ま

で
）。
期
限
を
過
ぎ
て
し
ま
う
と
支
給
が
受

け
ら
れ
な
く
な
り
ま
す
の
で
、
ご
注
意
く
だ

さ
い
。

●
支
給
対
象
児
童

（
１
）
令
和
７
年
９
月
分
の
児
童
手
当
の
支

給
対
象
児
童
（
※
令
和
７
年
９
月
に
出
生
し

た
児
童
に
つ
い
て
は
10
月
分
）

（
２
）
令
和
７
年
10
月
１
日
か
ら
令
和
８
年

３
月
31
日
ま
で
に
出
生
し
た
児
童

●
支
給
額　

対
象
児
童
１
人
に
つ
き
２
万
円

（
１
回
限
り
）

●
申
請
手
続
き　

所
属
庁
か
ら
配
ら
れ
た
指

定
の
申
請
書
に
受
給
証
明
を
受
け
た
後
、
子

育
て
健
康
課
へ
申
請
し
て
く
だ
さ
い
。

●
申
請
期
限　

令
和
８
年
３
月
31
日
（
火
）

※ 

３
月
に
生
ま
れ
た
子
の
場
合
、
４
月
30
日

（
木
）

●
支
給
に
つ
い
て　

申
請
書
で
指
定
し
た
口

座
へ
、
申
請
月
の
翌
月
末
に
支
給
し
ま
す
。

（
１
月
申
請
の
み
３
月
末
）

●
公
務
員
以
外
の
方
に
つ
い
て　

　

公
務
員
以
外
の
方
は
、
原
則
申
請
不
要
で

す
。
２
月
中
旬
に
対
象
の
方
へ
案
内
通
知
を

送
付
し
て
お
り
、
３
月
６
日
以
降
順
次
支
給

し
ま
す
。
対
象
と
思
わ
れ
る
が
案
内
通
知
が

届
い
て
い
な
い
方
に
つ
い
て
は
、
ご
連
絡
く

だ
さ
い
。

 
 

子
育
て
健
康
課　

子
育
て
支
援
係

 

０
２
７
８
（
２
５
）
５
０
０
９

お
知
ら
せ

土
地
・
家
屋
価
格
等
帳
簿
の
縦
覧

　

土
地･

家
屋
価
格
等
縦
覧
帳
簿
の
縦
覧
と

は
、
固
定
資
産
税
納
税
者
が
所
有
す
る
土
地

や
家
屋
の
価
格
と
、
ほ
か
の
土
地
や
家
屋
の

価
格
と
を
比
較
し
、
ご
自
身
の
土
地
や
家
屋

が
適
正
に
評
価
さ
れ
て
い
る
か
を
確
認
す
る

こ
と
が
で
き
る
制
度
で
す
。

●
縦
覧
期
間　

４
月
１
日
（
水
）
〜
６
月
１

日
（
月
）

●
縦
覧
時
間　

午
前
８
時
30
分
〜
午
後
５
時

15
分
（
土
・
日
、
祝
日
を
除
く
）

●
縦
覧
場
所　

税
務
会
計
課
資
産
税
係
お
よ

び
各
支
所
住
民
係

●
縦
覧
の
範
囲　

納
税
者
本
人
所
有
の
土

地
・
家
屋
お
よ
び
そ
の
他
の
土
地
・
家
屋
の

価
格

●
縦
覧
対
象
者　

町
内
に
所
在
す
る
土

地
・
家
屋
の
固
定
資
産
税
納
税
者
も
し
く
は

そ
の
代
理
人
。
た
だ
し
、
土
地･

家
屋
の
所

有
者
で
あ
っ
て
も
税
額
が
生
じ
な
い
場
合

（
非
課
税
、
減
免
、
免
税
点
未
満
等
）
や
滞

納
者
は
縦
覧
で
き
ま
せ
ん
。

●
必
要
な
も
の　

本
人
確
認
書
類
、
納
税
通

知
書
交
付
後
は
納
税
通
知
書
・
課
税
明
細
書

（
納
税
者
の
代
理
で
縦
覧
を
す
る
場
合
は
委

任
状
）

●
価
格
に
関
す
る
不
服
の
申
し
出

　

価
格
に
つ
い
て
不
服
が
あ
る
場
合
は
、
課

税
台
帳
に
価
格
を
登
録
し
た
旨
が
公
示
さ
れ

た
日
か
ら
納
税
通
知
書
の
交
付
を
受
け
た
日

後
３
か
月
以
内
に
申
し
出
る
こ
と
が
で
き
ま

す
。

●
そ
の
他　

固
定
資
産
税
台
帳
は
、
納
税
者

本
人
も
し
く
は
代
理
人
等
で
あ
れ
ば
、
閉
庁

時
を
除
き
、
年
間
を
通
じ
て
閲
覧
す
る
こ
と

が
で
き
ま
す
。

 

税
務
会
計
課　

資
産
税
係

 

０
２
７
８
（
２
５
）
５
０
０
６
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お
知
ら
せ

イ
ベ
ン
ト

自
動
車
の
登
録
手
続
は
お
済
み

で
す
か
？

　

自
動
車
税
（
種
別
割
）
は
、
毎
年
４
月
１

日
現
在
、
車
検
証
に
記
載
さ
れ
て
い
る
所
有

者
（
割
賦
販
売
の
場
合
は
使
用
者
）
の
方
に

課
税
さ
れ
ま
す
。

　

次
の
よ
う
な
場
合
は
、
令
和
８
年
３
月
31

日
（
火
）
ま
で
に
運
輸
支
局
で
必
ず
手
続
き

を
行
っ
て
く
だ
さ
い
。

・ 

自
動
車
を
下
取
り
に
出
し
た
り
、
他
の
人

に
譲
渡
し
た
り
し
た
場
合
【
移
転
登
録
】

・ 

自
動
車
を
使
用
し
な
く
な
っ
た
場
合

【
抹
消
登
録
】

・ 

住
所
、
氏
名
に
変
更
が
あ
っ
た
場
合
【
変

更
登
録
】

　

運
輸
支
局
で
の
手
続
き
が
さ
れ
な
い
と
、

す
で
に
使
用
し
て
い
な
い
自
動
車
の
税
金
を

納
め
る
こ
と
に
な
っ
た
り
、
転
居
先
に
納
税

通
知
書
が
届
か
な
か
っ
た
り
と
い
っ
た
ト
ラ

ブ
ル
の
原
因
と
な
り
ま
す
。

　

ま
た
、
手
続
き
を
販
売
業
者
等
に
依
頼
し

た
場
合
は
、
必
ず
手
続
き
が
済
ん
で
い
る
か

ご
確
認
く
だ
さ
い
。

 

自
動
車
税
（
種
別
割
）
に
つ
い
て

群
馬
県
自
動
車
税
事
務
所

 

０
２
７
（
２
６
３
）
４
３
４
３

講
演
会

「
山
の
魅
力
と
私
の
人
生
」

　

群
馬
県
が
生
ん
だ
世
界
的
な
登
山
家
の

八
木
原
圀
明
（
や
ぎ
は
ら　

く
に
あ
き
）
さ

ん
か
ら
、
こ
れ
ま
で
の
ご
経
験
な
ど
、
映
像

を
交
え
て
お
話
し
い
た
だ
き
ま
す
。

●
日
時　

令
和
８
年
３
月
22
日
（
日
）
午
前

９
時
45
分
〜
（
受
付
：
午
前
９
時
30
分
〜
）

●
場
所　

カ
ル
チ
ャ
ー
セ
ン
タ
ー
大
会
議
室

●
定
員　

40
名
（
先
着
順
）

●
内
容　

ヒ
マ
ラ
ヤ
を
中
心
に
山
の
話
や

そ
の
思
い
出
な
ど
を
お
話
し
い
た
だ
き
ま

す
。

●
参
加
費　

無
料

●
申
込
方
法

二
次
元
コ
ー
ド
を
読
み
込
み
、
メ
ー
ル
で
お

申
し
込
み
く
だ
さ
い
。

●
締
め
切
り　

３
月
18
日
（
水
）
午
後
５
時

●
注
意
事
項　

町
民
優
先
で
す
が
、
定
員
に

余
裕
が
あ
れ
ば
町
外
の
方
も
参
加
可
能
で

す
。
講
演
時
間
は
約
90
分
を
予
定
し
て
い

ま
す
。

 

み
な
か
み
町
ま
ち
づ
く
り
協
議
会

月
夜
野
支
部
（
担
当
：
髙
橋
）

 

０
２
７
８
（
６
２
）
６
９
４
１

 

自
動
車
の
登
録
に
つ
い
て

関
東
運
輸
局
群
馬
運
輸
支
局 

 

０
５
０
（
５
５
４
０
）
２
０
２
１

講
演
会

「
沼
田
藩
下
の
用
水
事
業
」

　

利
根
沼
田
に
は
沼
田
藩
の
時
代
に
開
削

し
た
多
く
の
用
水
が
あ
り
ま
す
。
今
回
は
、

真
田
氏
の
用
水
事
業
に
ス
ポ
ッ
ト
を
当
て

て
詳
し
く
お
話
し
い
た
だ
き
ま
す
。

●
日
時　

令
和
８
年
３
月
28
日
（
土
）
午
前

９
時
45
分
〜
（
受
付
：
午
前
９
時
30
分
〜
）

●
場
所　

中
央
公
民
館
大
会
議
室

●
定
員　

20
名
（
先
着
順
）

●
内
容　

郷
土
歴
史
家　

小
野
瀬
和
男
氏

●
参
加
費　

無
料

●
申
込
方
法

　

二
次
元
コ
ー
ド
を
読
み

込
み
、
メ
ー
ル
で
お
申
し
込
み
く
だ
さ
い
。

●
締
め
切
り　

３
月
25
日
（
水
）
午
後
５
時

●
注
意
事
項　

町
民
優
先
で
す
が
、
定
員
に

余
裕
が
あ
れ
ば
町
外
の
方
も
参
加
可
能
で

す
。
講
演
時
間
は
約
90
分
を
予
定
し
て
い
ま

す
。

 
み
な
か
み
町
ま
ち
づ
く
り
協
議
会

月
夜
野
支
部
（
担
当
：
髙
橋
）

 

０
２
７
８
（
６
２
）
６
９
４
１

募　

集

令
和
７
年
度

国
税
専
門
官
採
用
試
験

　

国
税
局
や
税
務
署
に
お
い
て
、
税
の
ス
ペ

シ
ャ
リ
ス
ト
と
し
て
働
く
国
税
専
門
官
（
国

家
公
務
員
）
を
募
集
し
ま
す
。

●
受
験
資
格

・  

平
成
８
年
４
月
２
日
〜
平
成
17
年
４
月

１
日
生
ま
れ
の
者

・  

平
成
17
年
４
月
２
日
以
降
生
ま
れ
の
者

で
次
に
掲
げ
る
者

① 

大
学
（
短
期
大
学
を
除
く
）
を
卒
業
し
た

者
お
よ
び
令
和
９
年
３
月
ま
で
に
大
学

を
卒
業
す
る
見
込
み
の
者

② 

人
事
院
が
①
に
掲
げ
る
者
と
同
等
の
資

格
が
あ
る
と
認
め
る
者

●
試
験
の
程
度　

大
学
卒
業
程
度

●
試
験
区
分　

国
税
専
門
Ａ
（
法
文
系
）、

国
税
専
門
Ｂ
（
理
工
・
デ
ジ
タ
ル
系
）

●
Ｗ
Ｅ
Ｂ
申
し
込
み　

令
和
８
年
２
月
19
日
（
木
）　

午
前
９
時
〜

３
月
23
日
（
月
）﹇
受
信
有
効
﹈

●
試
験
日　

第
１
次
試
験
日

令
和
８
年
５
月
24
日
（
日
）

  

人
事
院　

人
材
局
試
験
課

 

０
３
（
３
５
８
１
）
５
３
１
１

▲申込フォーム

▲メール作成

▲メール作成
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L i v i n g  I n f o rm a t i o n

みなかみ町消防団新入団員募集中！

火災等の災害時に地域の要として
活動するのが消防団員です。地域
における消防防災のリーダーとし
て、住民の安心・安全を守る役割
を担います。

●入団資格
・ みなかみ町内に在住している方
・ みなかみ町内に勤務している方
・１８歳以上の方
・心身ともに健康な方

群馬県最低賃金（地域別最低賃金） 時間額　1,063円 発効日 令和８年３月31日

特
定
最
低
賃
金

製鋼・鉄素形材製造業最低賃金 時間額　1,131円 発効日 令和８年１月１日

　詳しくは
　こちら▶

一般機械器具製造業最低賃金 時間額　1,120円
電気機械器具製造業最低賃金 時間額　1,120円
輸送用機械器具製造業最低賃金 時間額　1,120円

必ずチェック！ 最低賃金！

 群馬労働局賃金室（電話０２７-８９６-４７３７）または最寄りの労働基準監督署

▲群馬労働局HP

 総務課　  消防・防災係　０２７８（２５）５００２
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L i v i n g  I n f o rm a t i o n

包括からの
お知らせ

中 中央公民館図書室　  ６２－２２７５　水 水上公民館図書室　  ７２－３７０７
新 新治公民館図書室　  ６４－０１１１
開室時間　午前 9 時～午後 5 時（正午～午後 1 時までは休室）　休室日　毎週月曜および祝日
カ カルチャーセンター児童図書室　  ２０－４０４０
開室時間　午前 9 時～午後 5 時　休室日　毎週月曜（祝日の場合次の平日）と祝日の翌日

新着一般図書
B o o k  I n f o r m a t i o n

新着児童図書

◆ブックポストを設置しています。
・ 中央公民館と新治支所、カルチャーセンターには、玄関横にブックポストが設置されています。
・夜間や休室日にも図書の返却が可能ですのでご活用ください。
・ただし、ＣＤやDVDは破損の恐れがあるので、ブックポストは利用せず、図書室の窓口までお願いします。
◆スマートフォンで検索や予約ができます。
・ 図書室の本やＤＶＤは、パソコンやスマートフォンで検索や予約ができます。右の二次元コードから移動できます。詳しくは、
各図書室へお問い合わせください。

月３

フレイルを予防しましょう！
地域包括支援センター  ０２７８（６２）０５４０

フレイル予防の３つの柱は
　　　　　　　　『運動』・『食事』・『社会参加』
運動
・散歩や体操、筋力トレーニングを行いましょう。
・筋力低下を防ぐことで、転倒や骨折で寝たきり
になるリスクも軽減されます。

食事
・1日 3食、栄養バランスの良い食事を心がけま
しょう。特に肉、魚、卵などの動物性たんぱく
質や乳製品を意識して食べましょう。
・口腔機能を維持することも大切です。定期的な
歯科受診でお口のメンテナンスをしましょう。

　フレイルとは、健康な状態と要介護状態の中間の段階のことです。多くの方は、フレイルという状態
を経て要介護状態へ進むと考えられています。「最近、痩せてきた」、「前よりも疲れやすくなった」、「外
出するのがおっくうになった」という方は要注意です。フレイルを予防して健康寿命を延ばしましょう。

社会参加
・趣味活動、ボランティア活動などに参加し、友
人との交流を楽しみましょう。自分に合った活
動を見つけることが大切です。

おはなしの会 会員募集
一緒に子どもたちへ読み聞かせをしませんか？

興味のある方は、教育委員会生涯学習課へお声がけください。

絵本読み聞かせ（おはなしの会）

時の家 /鳥山まこと 中
グレタ・ニンプ /綿矢りさ 中
ひまわりと銃弾 /麻宮好 水
八州の風手控え帳 /あさのあつこ 水
おまあ推理帖 /諸田玲子 新
畑で使える ! 有機資材とことん活用術―竹、草、 殻、米ぬか、
落ち葉ほか―/和田義弥 新
頭のいい人だけが解ける論理的思考問題 /野村裕之 カ

おはなしの会 会員募集
一緒に子どもたちへ読み聞かせをしませんか？

興味のある方は、教育委員会生涯学習課へお声がけください。

絵本読み聞かせ（おはなしの会）

にぎりめしくんとのりむすびくん /てぶ 中
おっととっと /柿木原政広 中
パンケーキ 100まいたべたいの /石川えりこ 水
全国版鉄道地図鑑　最新 2026年版 /地理情報開発編 水
ゴシゴシどろんこトラック /ミノオカリョウスケ 新
トイレが楽しくなるうんちのひみつ -The Magic of Poop- /
さいとうあずみ（文と絵） 今泉忠明（監修） 新
なんのサンドイッチ？ /たなかひかる カ
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３月の「直接相談タイム」
３月12日（木）  歯科

受付時間帯 午後７時30分～午後８時30分
※上記時間帯は専門医が直接相談に応じます。

群馬県保険医協会
24時間健康テレホンサービス
☎ ０２７-２３４-４

ヨ ク ナ レ

９７０
※約３分の健康講話（テープ音声）が聞けます。

３
月

■月曜 中高年の散歩のコツ

■火曜 若年性更年期障害

■水曜 受け口・反対咬合の矯正時期

■木曜 こどものハミガキを成功させるコツ

■金曜 MCI（軽度認知障害）

■土日 窒息、直ちに処置

国
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の
お
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みなかみ町役場 （６２）２１１１　水上支所 （７２）２１１１　新治支所 （６４）０１１１21

みなかみ町社会福祉協議会相談所

 みなかみ町社会福祉協議会
 ０２７８（６２）００８１

 独立行政法人国立病院機構沼田病院
 ０２７８（２３）２１８１
※閉院に伴い、へき地巡回診療車運行は終了します。

 沼田脳神経外科循環器科病院
（へき地診療担当）  ０２７８（２２）５０５２

心配ごと（民生・人権・行政）相談所

法律相談所

■新治会場  ３月17日㈫
　会場：みなかみ町福祉センター
■新治会場  ４月21日㈫
　会場：みなかみ町福祉センター

■新治会場  ３月13日㈮
　会場：みなかみ町福祉センター
■月夜野会場  ４月10日㈮
　会場：みなかみ町保健福祉センター

相談は予約制で先着順です。時間は午後１時30分～４時まで。

へき地診療（ふれあい出張診療）実施予定
（沼田脳神経外科病院）

地区 診療地・診療時間 ３月 ４月

水上

大芦公民館（坂東会館）
9:00～12:30 ６日㈮ ３日㈮

北部生活改善センター
9:00～12:30

12日㈭
26日㈭

９日㈭
23日㈭

新治

赤谷公民館
9:00～12:30 10日㈫ 16日㈭

入須川分館
13:30～17:00

４日㈬
18日㈬

１日㈬
15日㈬

笠原生活改善センター
13:30～17:00

11日㈬
25日㈬

８日㈬
22日㈬

東峰分館9:00～12:30 27日㈮ 24日㈮

へき地巡回診療車運行予定
（国立沼田医院）※

地区 診療地 開始時間 ３月

月夜野
小和知公民館 15:00 26日㈭
大峰集荷倉庫前 13:10 17日㈫

水上

大芦公民館前 13:20

26日㈭
北部生活改善
センター前 13:30

原集古館前 13:50
粟沢公民館前 14:30

新治
上羽場分館前 12:30

17日㈫茅原高齢者会館前 13:40
入須川分館前 14:10


